
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
十
号

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

徳
島
県
企
業
局
長

勝

間

基

彦

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
令
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
」
を
「
令
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
中
「
押
印
の
上
」
を
削
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
第
四
号
か
ら
第
八
号
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

第
五
十
五
条
中
「
公
金
振
替
署
」
を
「
公
金
振
替
書
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条

削
除

第
百
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
二
項

前
項
に
お
け
る
収
益
性
の
低
下
や
将
来
の
経
済
的
便
益
の
減
少
を
判
定
す
る
単
位
と

し
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
が
保
有
す
る
固
定
資
産
を
以
下
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
化
（
以
下
「
資

産
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
。
）
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
資
産
グ
ル
ー
プ
内
の
固
定
資
産
で
あ
つ
て
も
遊
休

資
産
や
賃
貸
借
用
不
動
産
は
そ
の
一
つ
一
つ
で
単
独
の
資
産
グ
ル
ー
プ
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

事

業

資
産
グ
ル
ー
プ

水
力
発
電
事
業

電
気
事
業

太
陽
光
発
電
事
業

吉
野
川
北
岸
工
業
用
事
業

工
業
用
水
道
事
業

阿
南
工
業
用
水
同
事
業

土
地
造
成
事
業

西
長
峰
工
業
団
地

駐
車
場
事
業

藍
場
町
地
下
駐
車
場
及
び
松
茂
駐
車
場


















































































































